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はじめに 

 

建築物の設計・工事監理は、良質で安全な建築物の整備の要となる業務であ

り、これを担う建築士・建築士事務所に係る制度について、社会の要請に応じ

て適正化することは極めて重要な政策課題である。 

 建築士・建築士事務所制度については、平成１７年１１月に発覚した構造計

算書偽装問題を背景に、建築物の安全性及び建築士制度に対する国民の信頼を

回復するべく、建築士法改正により、構造設計一級建築士制度等の創設や建築

士の定期講習制度の導入等がなされた。 

 我が国の建築設計・工事監理を担う、日本建築士会連合会、日本建築士事務

所協会連合会、日本建築家協会では、建築士法改正後の設計・工事監理を取り

巻く状況や社会的な要請を踏まえ、今後の建築士資格や設計・工事監理業のあ

るべき姿について議論を積み重ねられ、関連制度改正の共同提案がなされたと

ころである。 

今般、これらの提案を真摯に受け止め、設計監理等適正化勉強会での議論や

他の関係団体からの意見聴取を経て、以下の建築士法改正等の措置が必要との

結論に至ったため、ここに提言する。 
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Ⅰ．建築士法の改正により措置すべき事項 

 

１．設計・工事監理の業の適正化関係 

(１)書面による業務契約の締結の義務化（新設） 

 延べ面積 300㎡を超える建築物の設計・工事監理契約の当事者は、対等な

立場における合意に基づいて公平な契約を締結し、書面にして相互に交付し

なければならないこととする。 

（この新設規定に基づく書面による契約締結をした場合には、法 24 条の８

に基づく建築士事務所の開設者による建築主等に対する契約内容の書面の

交付義務を履行したこととなるような新設条文とする。） 

(２)一括再委託の禁止範囲の拡大（法第２４条の３関係） 

建築士事務所の開設者が、一括して他の建築士事務所の開設者に委託する

ことを禁止する設計・工事監理業務の範囲について、延べ面積 300㎡を超え

る建築物の新築工事に係るものとする。ただし、建築士事務所の開設者が同

一の者である建築士事務所間の場合の一括再委託を除く。 

(３)設計・工事監理業務の適正な代価での契約締結の責務（法第２５条関係） 

 建築主（委託者を含む）及び建築士事務所の開設者は、国土交通大臣の定

める報酬基準に準拠した適正な代価で契約の締結に努めなければならない

こととする。 

（この規定の新設に伴い、国土交通大臣による報酬基準の勧告に係る規定は

廃止する。） 

(４)管理建築士の責務の明確化（法第２４条関係） 

ア．管理建築士が建築士事務所の技術的事項を総括する業務は、次の業務であ

ることを定める。 

①受託する業務の量及び難易並びに業務の遂行に必要な期間の設定 

②業務に当たらせる技術者の選定及び配置 

③他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の案の策定 

④建築士事務所に所属する建築士をはじめとする技術者の行う業務の管理

とその適性の確保 

イ．建築士事務所の開設者は、管理建築士が述べる技術的事項に係る意見を

尊重しなければならないものとする。 

(５)設計等の業務に係る保険契約等の措置に関する責務の追加（新設） 

 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するため、

保険契約の締結等の措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 
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２．建築主等への情報開示の充実等関係 

(１)建築士による免許証提示の義務化（新設） 

 建築士の業務である、設計・工事監理、建築物の調査・鑑定等の業務を依

頼する建築主又は委託者から請求があった場合には、建築士免許証を提示し

なければならないものとする。（携行義務は課さない運用とする。） 

(２)免許証の書き換え規定の明確化（新設） 

 免許証または免許証明書（以下、免許証）の記載事項等（定期講習の受講

履歴、顔写真）に変更があった場合には免許証の書き換えができることとす

る。 

 

３．その他の諸課題への対応 

(１)建築設備士の役割の明確化（新設） 

 ア．法第 20条第５項の「建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣

が定める資格を有する者」を「建築設備士」とする。 

イ．建築士は、延べ面積 2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工

事監理を行う場合は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないも

のとする。ただし、設計に関しては設備設計一級建築士が自ら設計した場合

を除く。 

 ＊現行の、建築設備士の意見を聴いた時は設計図書等にその旨を明記する旨

の規定は存置する。 

(２)建築士事務所の登録基準の強化（新設） 

  建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に開設者が暴力団員であるこ

と等を追加する。 

(３)所属建築士を変更した場合の届出の義務付け（新設） 

  所属建築士の氏名、一級・二級・木造建築士の種別を建築士事務所の登録

事項とし、変更があった場合には３カ月以内に都道府県知事に届けなければ

ならないものとする。 

(４)国土交通大臣・都道府県知事による建築士の調査権の創設（新設） 

  個別の事情を勘案した建築士の処分を行うため、国土交通大臣及び都道府

県知事が、建築士に対して必要な調査を行うことができることとする。 
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Ⅱ．建築士法の改正に併せて国土交通省が講ずべき措置 

 

１．設計・工事監理の業の適正化関係 

(１)無登録業務の禁止の徹底（技術的助言） 

次の事項を周知徹底することにより、延べ面積 300㎡以下の建築物も含め

て無登録業務の禁止の徹底を図る。 

①設計・工事監理等を業として実施する場合には、建築士事務所の登録が必

要であること。 

②建築物の設計・工事監理に係る契約は、建築主と建築士事務所の間で締結

されることが必要であること。 

③建築士事務所の開設者は、契約を締結しようとするときは予め管理建築士

等をして重要事項の説明を行うことが必要であること。 

(２)建築士事務所の区分に係る情報提供の適正化（省令改正） 

 建築士事務所の区分については、建築士法に基づく重要事項説明制度にお

ける説明事項とするとともに、建築工事現場の表示における記載事項とする。 

 

２．建築主等への情報開示の充実等関係 

(１)免許証の記載事項の追加等 

ア．免許証の記載事項について勤務先・住所を追加することとする。（省令改

正） 

 イ．円滑に書き換えが進むよう、定期講習受講時に、記載事項・顔写真の書

き換え申請書、住所・勤務先の変更の届出の提出を促すこととする。（技術

的助言） 

(２)定期講習制度の合理化（省令改正）  

定期講習で受講すべき情報・制度の変更頻度等を踏まえ、受講間隔を３年

から５年に変更することを検討することとする。 

(３)建築士等に対する監督処分の合理化 

今般の法改正による、管理建築士の役割の明確化、建築士の調査権の創設

にあわせて、建築士の個別事情を勘案した処分や、建築士事務所の処分のあ

り方について検討を行い、法施行までのできる限り早期に結論を得る。（処

分基準等の改正） 
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Ⅲ．今後の検討課題 

 

(１)小規模な建築物の設計・工事監理に係る書面による契約締結の促進 

今般の法改正による書面の契約締結義務化の対象とならない延べ面積

300㎡以下の建築物について、関係団体を中心にモデル契約書を作成し、そ

の普及を図ること等により、書面による契約が円滑に行われるよう環境を

整備する。 

その後の普及状況等を検証し、書面による契約締結の義務化の範囲に係

る制度改正を検討する。 

(２)紛争処理の仕組みの検討 

関係団体が、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律による制度

の活用により、紛争処理の仕組みの構築を検討する。 

(３)インターネットでの建築士情報の提供 

当面、日本建築士会連合会及び都道府県建築士会が情報システムを構築・

運用し、その後の整備・運用状況を検証した上で、インターネットによる建

築士情報の制度化について検討する。 

なお、当該システムの運用にあたっては、希望者を掲載対象とし、定期講

習受講時に建築士に対して掲載希望を確認することとする。 

(４)定期講習の実施機関要件 

定期講習の実施機関要件については、今後の行政改革の方針との整合性

も踏まえ、引き続き検討する。 
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おわりに 

 

 制度改正のうち、これまでの設計・工事監理に係る業務の実施方法・体制に

影響を及ぼすものについては、施行までの期間を十分確保するとともに、制度

改正内容の周知を徹底することが必要である 

また、建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充

実のためには、制度的な対応に加えて、関係団体が自主的な取り組みを充実さ

せ、会員を始めとする建築設計・工事監理に携わる者に対して、制度の周知徹

底や、資質の維持・向上を図ることが必要不可欠である。 

また、国土交通省においては、設計・工事監理の業務の状況及び課題を常に

把握するように努め、制度の円滑な運用の確保を図るべきである。 

今後とも一層、関係各位が、質の高い設計・工事監理業務を通じて、国民の

安全と安心、豊かな生活の実現に貢献されることを期待する。 
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